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巻末に、解答用紙を添付しています。必要に応じてご利用ください。 
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ＬＥＣ東京リーガルマインド 1 無断複製・頒布を禁じます 

第１問（短答式・肢別正誤判定） 

以下の文章の正誤を判定せよ。判例があるものはそれに従うものとする。 

（１点×５０問） 

１ 地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力

の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行

い、又はこれらに参画することを職務とするものについては、原則として日本国籍を有

する者が就任することが想定され、外国人が就任することは想定されていない。 

２ 高裁判所は、株式会社による政党への政治資金の寄附が、国民の選挙権の自由な行

使を直接に侵害するものであるとしつつ、会社にも政治活動の自由が保障されるため、

当該侵害は社会的許容性の限度を超えるものではないと判断されることから、当該寄附

が公序良俗に違反すると解することはできないとした。 

３ 地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定することができるとしている条例制定権の

規定（憲法第９４条）に照らすと、地方公共団体が売春の取締りについて各別に条例を

制定する結果、その取扱いに差別を生ずることがあっても、地域差の故をもって憲法第

１４条第１項に反するとはいえない。 

４ 講演会参加者名簿提出事件判決（ 二小判平成１５年９月１２日)は、大学が学生から

収集した参加申込者の学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、プライバシーに係る情報

として法的保護の対象となるとし、個人の人格的な権利利益を損なうおそれがあるもの

であるとした。 

５ 国民の私生活上の自由は国家権力の行使に対して保護されるべきであるが、指紋は個

人の私生活や内心に関する情報ではないので、何人もみだりに指紋の押なつを強制され

ない自由を有するとまではいえない。 

６ 前科は人の名誉、信用に直接関わる事項であり、前科のある者もこれをみだりに公開

されないという法的保護に値する利益を有するが、「裁判所に提出するため」との申出理

由の記載があれば、市区町村長が弁護士法に基づく照会に応じて前科を報告することは

許される。 
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７ プライバシー権は憲法第１３条で保障されると説く見解のうち、これを「自己に関す

る情報をコントロールする権利」と理解する立場は、その保障範囲が、個人の私的領域

に他者を無断で立ち入らせないという自由権的側面にとどまるとしており、それを超え

てプライバシーの保護を公権力に対して求めるという請求権的側面を想定していない。 

  

８ 公立学校の卒業式等の式典においてその教員に国旗掲揚の下での国歌斉唱の際に起立

斉唱を求めることは、慣例上の儀礼的な所作を求めるものではあるが、自らの歴史観

ないし世界観との関係で国歌や国旗に対する敬意の表明には応じ難いと考える者がこ

れらに対する敬意の表明の要素を含む行為を求められることは、その者の歴史観ない

し世界観に由来する行動とは異なる外部的行動を求められることになり、その限りに

おいて思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面がある。 

 

９ 司法書士会が大震災で被災した他県の司法書士会に復興支援拠出金を寄付することは、

司法書士会の目的の範囲を逸脱せず、また、司法書士会がその寄付のために会員から負

担金を徴収することは、強制加入団体であることを考慮しても、会員の政治的又は宗教

的立場や思想、信条の自由を害するものではない。 

 

10 生徒が自らの信仰に基づき、その通学する公立校で義務付けられている授業の履修を

拒んだため不利益処分を受けることになっても、公教育が特例なしに実施されるべきで

あることに鑑み、その不利益の内容や程度に関わりなく、これを受忍しなければならな

い。 

 

11 神社において死者の合祀を行うことが遺族である配偶者の心の静謐を害する場合、そ

の遺族は、静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益である宗教的人格権を侵害

されたと主張して、損害賠償を請求できる。 

 

12 輸血以外に救命手段がない場合には輸血を拒否するという意思決定を尊重すべきとは

いえないので、患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血

を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有していたとしても、このような意思決定

をする権利は、人格権としての保護に値しない。 

 

13 地方公共団体が町内会に対し特定の宗教的施設の敷地として公有地を無償で利用に供

してきたところ、当該行為が政教分離原則に違反するおそれがあるためにこれを是正解

消する必要がある一方で、当該宗教的施設を撤去させることを図るとすると、信教の自

由に重大な不利益を及ぼしかねないことなどの事情がある場合には、当該町内会に当該

公有地を譲与したとしても直ちに政教分離原則に違反するとはいえない。 
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14 放送事業者は、限られた電波の使用の免許を受けた者であって、公的な性格を有する

ものであり、放送による権利侵害や放送された事項が真実でないことが判明した場合に

訂正放送が義務付けられているが、これは視聴者に対し反論権を認めるものではない。 

 

15 報道機関の取材源は、一般に、それがみだりに開示されると将来にわたる自由で円滑

な取材活動が妨げられることになるため、民事訴訟法上、取材源の秘密については職業

の秘密に当たるので、当該事案における利害の個別的な比較衡量を行うまでもなく証言

拒絶が認められる。 

 

16 報道機関が専ら報道目的で撮影したビデオテープを、裁判所の提出命令によって提出

させる場合よりも裁判官が発付した令状に基づき検察事務官が差し押さえる場合の方が、

取材の自由に対する制約の許否に関して、より慎重な審査を必要とする。 

 

17 新聞記事において批判を加えられた者が、名誉毀損の不法行為の成否にかかわらず、

無料で反論文の掲載を当該新聞に求める権利については、公的事項に関する批判的記事

の掲載をちゅうちょさせるおそれがあるので、具体的な法律がない場合には、これを認

めることはできない。 

 

18 ビラの配布のために集合住宅の共用部分及び敷地内に管理権者の承諾なく立ち入って、

その管理権やそこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害したとしても、ビラの内容

が政治的意見を記載したものであれば、表現の自由の行使として尊重されるべきである

から、当該立入り行為を刑法第１３０条前段の罪に問うことは憲法第２１条第１項に違

反し、許されない。 

 

19 集会の自由に対する不当な制約を防ぐため、集会の用に供される公共施設の利用許可

申請を公の秩序が害されるおそれを理由にして拒否することが許されるのは、明らかな

差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合に限られる。 

 

20 自己の思想、意見を形成するために自由な情報の受領は不可欠であるから、特に、国

の政府機関が保有する情報の開示請求権は、これを具体化する法律がない場合であって

も、当然に具体的権利として認められ、司法上の救済を受けることができる。 

 

21 大学の自治の保障は、大学の施設や学生の管理に関する自主的な秩序維持の権能には

及ぶが、大学の教授その他の研究者の人事に関する自主的な決定権には及ばない。 
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22 大学における学問の自由を保障するために伝統的に大学の自治が認められているとこ

ろ、学内集会について大学の自治の保障が及ぶか否かの判断に当たって、その集会の目

的や性格を考慮することは、学内で行われる活動をその思想内容に着目して規制するこ

とになり、大学の自治を認めた趣旨に抵触するから、許されない。 

 

23 学問の自由は、学問研究の自由とその研究結果の発表の自由だけでなく、その研究結

果を教授する自由をも含むところ、教育の本質上、教師は、高等学校以下の普通教育に

おいても、教授の自由を有し、自らの判断で教育内容を決定することができるのであっ

て、国が教育内容の決定に介入することは許されない。 

 

24 外務大臣において、著しくかつ直接に日本国の利益又は公安を害するおそれがあると

認めるに足りる相当な理由がある者につき一般旅券を発給しないことができるとする法

律の規定は、単に旅券の発給を制限するに過ぎず、海外渡航の自由を制約するものでは

ないため合憲と解される。 

 

25 職業の許可制は、狭義の職業の選択の自由そのものに制約を課す強力な制限であるた

め、社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置であっても、より緩やか

な規制によってはその目的を十分に達することができない場合でなければ、合憲性を肯

定し得ない。 

 

26 憲法第２９条第３項にいう「公共のために用ひる」とは、公共の福祉のための必要に

基づいて公共施設のための用地買収など公共事業を目的として行う場合に限られないが、

特定の個人が受益者となる場合は、これに当たらない。 

 

27 法律の規定により財産上の権利の行使が制限される場合であっても、災害を未然に防

止するという社会生活上のやむを得ない必要からその制限が当然受忍すべきものである

ときは、憲法第２９条第３項による損失補償を要しない。 

 

28 警察官が、酒気を帯びて車両を運転するおそれがあると認めて呼気検査を求めたのに

対し、これを拒否した者を処罰する道路交通法の規定は、「何人も、自己に不利益な供述

を強要されない」と定める憲法第３８条第１項の規定に違反しない。 

 

29 憲法第３５条は、住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けること

のない権利を規定しているが、この規定の保障対象には、住居、書類及び所持品に準ず

る私的領域に侵入されることのない権利が含まれる。 
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30 障害基礎年金の受給に関し、保険料の拠出要件を緩和するか否かは国の財政事情等に

密接に関連するから、保険料負担能力のない２０歳以上６０歳未満の者のうち学生とそ

れ以外の者との間に障害基礎年金の受給に関し差異が生じていたとしても、不合理とは

いえない。 

 

31 憲法第２５条にいう「健康で文化的な 低限度の生活」は、きわめて抽象的・相対的

な概念であって、その具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社

会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきもので

あるから、国の立法として具体化される場合にも、国の財政事情は考慮されるべきでは

ない。 

 

32 憲法第２６条の規定の背後には、特に、自ら学習することのできない子どもは、その

学習要求を充足するために、教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を

有するという観念が存在する。 

 

33 国が一定の教育水準確保のために定立する学習指導要領は、生徒側の教育内容に対す

る批判能力の程度及び学校選択の余地等に鑑みれば、高等学校では法的拘束力を持たな

い。 

 

34 高裁判所の判例の趣旨によれば、労働組合には組合員に対する統制権が認められる

が、公職選挙において、組合がその統一候補以外の組合員の立候補に対し、統制違反を

理由に組合員としての権利を停止する処分をすることは許されない。 

 

35 判例は、労働基本権について、公務員にもその保障が及ぶとし、その制約の合憲性を

判断する上で、職務の公共性は考慮されるべきではないとする一方、人事院が設けられ

ていることなどの代替措置が整備されていることを重視して、一般私企業とは異なる制

約に服するものとする。 

 

36 高裁判所は、かつて、例え立法の内容が憲法に違反するものであっても国会議員の

立法行為は国家賠償法第１条第１項の適用上当然に違法の評価を受けるものではないと

していた。しかし、 高裁判所は、その後判例を変更し、国会で議決された法律が違憲

であれば国家賠償法上も違法の評価を受けることになるという立場を採るに至った。 

 

37 小選挙区制の下では、二大政党化への傾向が生じ、そのいずれかの政党が議会の過半

数を占め、政権が安定する可能性が高くなる。他方で、議席に反映されない死票が多く

なり、国民の間に存在する少数者の意思が議会に反映されにくくなる。 
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38 憲法は、両議院の議員の選挙において投票をすることを、一定の年齢に達した国民の

固有の権利として保障しており、自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権につ

いて一定の制限をすることは別として、選挙権又はその行使を制限するためには、その

ような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならない。 

 

39 憲法は、議会制民主主義を支える不可欠の要素として、政党の存在を当然に予定して

いる。したがって、個人だけでなく、営利法人たる株式会社や特定職業に従事する者に

ついての強制加入団体も、社会的実在として期待される当然の行為として、政党などの

政治団体に対して政治資金の寄附を行う権利能力を有する。 

  

40 労働組合は、組合員の経済的地位の向上を本来の目的とする団体であり、その目的の

ために、組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進する

こと自体は自由であるが、その政党に寄付する資金の費用負担を組合員に強制すること

は許されない。 

 

41 憲法第４１条の「唯一の立法機関」につき、内閣の法律案提出権を肯定する見解に立

つと、法律案の提出は立法に不可欠の要素であるが、立法そのものではなく、その準備

行為であって、国会が独占しなければならないものではないと解することとなる。 

 

42 判例は、インターネット販売が認められる医薬品を一定の医薬品に限定した

薬事法施行規則について、法律の委任の範囲を逸脱した違法なものであるとし

た。 

 

43 衆議院が解散されると参議院は同時に閉会となり、国会は機能を停止するの

が原則であるが、その例外が参議院の緊急集会である。ただし、そこで採られ

た措置は、次の国会開会の後１０日以内に衆議院の同意が得られない場合、遡

って効力を失う。 

 

44  国政調査権について、議院が保持する諸権能を実効的に行使するために認められた権

能であると解する見解によれば、各議院が、国政調査権の行使として、特定の事件につ

いて裁判所の下した判決の内容の当否を調査することが認められる。 

 

45 国務大臣については、内閣総理大臣が必ず国会議員の中から指名されなけれ

ばならないのとは異なり、国会議員以外の者を任命することもできるが、その

過半数は衆議院議員の中から選ばなければならない。 

  



憲法 一斉テスト 問題 

ＬＥＣ東京リーガルマインド 7 無断複製・頒布を禁じます 

46 憲法第６５条第１項は、「行政権は、内閣に属する」と規定している。行政

権とは全ての国家作用のうちから立法作用と司法作用を除いた残りの作用で

あるとすると、立法作用と司法作用以外の全ての国家作用について内閣が自ら

行うことが必要となる。 

 

47 政党の処分が党員の一般市民としての権利利益への侵害となり得る場合に

おいても、その処分の当否の司法審査は、政党の自律的に定めた規範が公序良

俗に反するなどの特段の事情のない限り、その規範に照らし適正な手続にのっ

とってされたかどうかの範囲で行われる。 

 

48 砂川事件判決（ 高裁判所昭和３４年１２月１６日大法廷判決、刑集１３巻

１３号３２２５頁）は、主権国家としての我が国の存立の基礎に極めて重大な

関係を持つ高度の政治性を有する条約について、憲法に対する優位性を認め、

裁判所の違憲審査権の範囲外にあると判断した。 

 

49 高裁判所の判例によれば、個人への特別の給付に対する反対給付として当該個人に

対して課する国民健康保険料のような金銭給付は憲法第８４条の「租税」には当たらな

いと狭く解したとしても、「租税」以外の公課の賦課要件について定めた条例が憲法第８

４条の趣旨に反することはあり得る。 

 

50 地方公共団体は、地方自治の本旨に従い、その財産を管理し事務を処理し及び行政を

執行する権能を有し、その遂行のためには、その財源を自ら調達する権能を有すること

が必要であるから、地方自治の不可欠の要素として、課税権の主体となることが憲法上

予定されている。 
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第２問（記述式）  

 

以下の問いに答えよ。判例があるものはそれに従うものとする。（２点×２５問） 

 

１ 「思想及び良心」（19 条）の意義を述べよ。 

 

２ 政教分離原則違反の違憲審査基準として用いられる目的効果基準とはいかなる基準か，

説明せよ。 

 

３ 学生の自治権にも大学の自治（23条）の保障が及ぶか，説明せよ。 

 

４ 内容中立規制とはいかなる規制か，説明せよ。 

 

５ 法令違憲審査のうち，文面審査において明確性の原則が問題となる理由を述べよ。ま

た，明確性の原則に反するか否かの判断方法を説明せよ。 

 

６ 裁判所による人格権に基づく事前差止めは原則として許されないが（事前抑制の原則

的禁止），例外的に許されるのはいかなる場合か，説明せよ。 

 

７ 合憲限定解釈の意義を述べよ。 

 

８ 「検閲」（21Ⅱ）の意義，及び，「これをしてはならない」（21Ⅱ）の意義を述べよ。 

 

９ 「集会」と「結社」（21Ⅰ）の違いを説明せよ。 

 

10 パブリック・フォーラム論とはどのような考え方か，説明せよ。 

 

11 経済的自由権に対する規制立法において，立法裁量が広く認められる場合，いかなる

審査基準が妥当するか，説明せよ。 

 

12 条例による財産権の制限は許されるか，理由と併せて説明せよ。 

 

13 損失補償（29Ⅲ）が必要とされる特別の犠牲にあたるかどうかの判断基準を説明せよ。 

 

14 行政手続に 31条の保障が及ぶかについて，説明せよ。 

 



憲法 一斉テスト 問題 

ＬＥＣ東京リーガルマインド 9 無断複製・頒布を禁じます 

15 迅速な裁判を受ける被告人の権利が害されたと認められる異常な事態が生じた場合，

裁判所はいかなる措置を採るべきか，説明せよ。 

16 生存権の法的性質について，説明せよ。 

17 普通教育機関における教師の教育の自由は憲法上保障されるか，説明せよ。 

18 郵便法法令違憲判決（ 大判平 14.9.11）において，憲法 17 条に反し違憲と判断され

た２つの規定はいかなる内容の規定であったか，説明せよ。 

19 選挙権の法的性質について，二元説とはどのような考え方か，説明せよ。 

20 外国人に政治活動の自由（21条１項）は保障されるか，説明せよ。 

21 憲法の私人間効力について，間接適用説とはどのような考え方か，説明せよ。 

22 公務員に対して一般国民とは異なる制限を加えることが認められるとする根拠を説明

せよ。 

23 新しい人権が憲法 13 条で保障されるか否かの判断方法について説明せよ。 

24 憲法 14 条１項後段列挙事由に特別な意味を持たせる見解（特別意味説）に立った場合，

「社会的身分」の意義はどのように解されるか，説明せよ。 

25 司法権（76Ⅰ）の意義を述べよ。 
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